
 

ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ    

本市では、平成２２年４月に「安城市自治基本条例」を施行し、まちづくりの担い

手である市民、議会、行政が、まちづくりに関する情報をお互いに共有し、市民参加

と協働によるまちづくりを進めるための基本ルールを定めました。 

また、平成２４年３月に市民協働のまちづくりの必要性や基本的な考え方、協働の

担い手の役割、推進するための施策などを示した「安城市協働に関する指針」を策定

し、同年１０月には市民協働の推進に関する基本的事項を定めた「安城市市民協働推

進条例」を施行しました。 

今回策定した「安城市市民協働推進計画」は、協働に関する指針を踏まえ、市民協

働推進条例の規定に基づき、計画的に市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び市

による協働のまちづくりを進めていくために、協働を推進するための施策や事業の実

施時期、推進体制について、具体的に定めています。 

 特にスタートアップ事業においては、３期目の市長マニフェストに掲げました「公

募提案型の自主活動補助制度」として「安城市市民活動補助金」を創設し、市民活動

に対する財政的支援を行うとともに、市職員に対する研修や協働を理解し推進できる

市民を養成する講座の実施で「人材の育成」を重点的に実施していきます。 

安城をよりよくするためには、市民の皆さま、町内会、ＮＰＯ法人を始めとする市

民活動団体、企業などの事業者及び市がそれぞれの特徴と得意分野を生かし、協働し

ていくことが必要です。市民活動が活性化し、協働によるまちづくりが進むよう、今

後も安城市民活動センターを中核として本計画を推進してまいります。 

終わりに、この計画策定に当たり、パブリックコメントをはじめとする貴重な意見

やご提案をいただきました市民の皆さま、熱心にご審議いただきました市民協働推進

会議委員の皆さまに感謝申し上げるとともに、今後の市民協働推進にむけて一層のご

支援とご協力を心からお願い申し上げます。 

 

 

 

 

             平成２５年３月 

             安城市長 神 谷  学 
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